
   は じ め に

本県は、変化に富んだ豊かな自然環境に恵まれ、美しい景観や貴重な生物、多くの歴史

的・文化的遺産など、恵み豊かな環境を有しており、私たちはこれらの財産を次の世代へ

と引き継ぐ責任を負っています。

現在、私たちが直面する環境問題は、私たちの日常生活や事業活動が環境に負荷を与え

ることから生じており、一人ひとりが取り組まなければならない問題です。私たちの行動

は、生活する社会の価値観や風習、経済の在り方と深く結びついています。このため、一

人ひとりの意識を変え、環境保全に主体性を持って取り組み、そして、それがいかされる

社会経済の仕組みを整えることにより、持続可能な社会づくりを目指していく必要があり

ます。

昨今の国際的な動向に目を向けると、持続可能な社会を実現するための国際社会全体の

目標である「SDGs（持続可能な開発目標）」には、「誰一人取り残さない」ことを基本理念

とし、環境・経済・社会の統合的向上の必要性が示されています。また、環境分野におい

ても、SDGs 達成の担い手を育む「ESD（持続可能な開発のための教育）」の考え方を活用

した環境保全活動や環境教育の推進が、より一層求められています。

第２次長崎県環境教育等行動計画では、県民の環境保全のための行動を促し、さらにそ

の一人ひとりが自ら主体的に取り組むことにより、持続可能な社会づくりを目指すことと

しており、「環境保全活動、体験活動及び環境教育の推進」、「協働取組の推進」、「人材の育

成」、「拠点機能と情報発信の充実」の４つの施策を設定し、学校等、家庭・地域、事業者、

行政の各主体が適切な役割分担の下、相互に連携・協力しながら、環境保全活動及び環境

教育等に関する取組を推進していきます。

県民や事業者の皆様には、本計画の趣旨をご理解いただき、これまでにも増してそれぞ

れの立場で環境保全活動及び環境教育等の取組を進めていただくとともに、あらゆる主体、

世代、地域と協働した活動を推進していただきますようお願いいたします。

結びに、この計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました長崎県環境審議会委員

の皆様をはじめ、貴重なご意見、ご提言をいただいた方々に心から感謝申し上げます。

平成３１年３月

                    長崎県知事 中村 法道




